
■個人情報の使用について ： 応募に関する個人情報については、本事業に必要な範囲で利用します。応募者の同意なく 
他の目的に使用することはありません。 

こども Doまんなか作文募集要項
 

✏１．趣　旨  

令和５年４月に「こども家庭庁」が設置され、「こども基本法」が制定されました。 

こどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指

すため、こどもや若者の意見を聴き、こどもや若者にとってよいことは何かを考え、自分ができる

アクションを社会全体で実践していくこととしています。 

吉野川市においても「こどもまんなか社会」の実現に向け、徳島県内のトップランナーとして「こ

どもまんなか応援サポーター」を宣言し、取り組みを開始しています。 

日ごろからみなさんが思っていること、日々の生活の中で不思議に思うことや疑問に感じるこ

となど、広く意見を募集します。 

 

 

✒２．作文募集要項  

 
○応募資格 ： 吉野川市内在住の小学生・中学生・高校生　【応募者全員に参加賞あり】 

　　　　　　　（吉野川市内の小・中学校及び高等学校に市外から通学する児童・生徒を含みます） 

　○テーマ : 例 ・ もし、私が「市長」だったらこんなことをしたい 

 ・ みんなに教えたい吉野川市のいいところ！！ 

  ・ 私が理想とする吉野川市 

 ・ 「こどもまんなか社会」ってどんな社会？？　 　など 

 

　○応募規定 ： ４００字詰め原稿用紙２枚程度（Ａ４レポート用紙等に書いたものも可） 

　　　　　　　作文には学校名、学年、氏名を明記してください。 

　　　　　　　◎応募作品は本人が創作したもので、未発表のものに限ります。 

　　　　　　　◎作文は返却しません。 

 

  ○応募〆切 ： 令和 ８ 年 ９ 月 １ １ 日 （金） 必着  

 

　○提 出 先 ： 〒776-8611　吉野川市鴨島町鴨島 115-1（本館１階） 

吉野川市こども未来課 児童総務係 

電話：0883-22-2266　ＦＡＸ：0883-22-2245 

 

※吉野川市内の小・中学校・高等学校に通学している生徒は、作品を学校に提出してください。
その他の方は、住所、氏名、年齢、電話番号を記載し、吉野川市こども未来課まで持参、また
は郵送してください。
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